
議決事項 

第１号 
大積地区児童の通学車両に関する路線バス停留所の使用
について 

 

１ 要旨 

令和 7 年 4 月に予定する大積小学校と青葉台小学校の統合に伴い、青葉台小学校に

通学する大積地区児童の登下校に、通学車両が運行され、越後交通の路線バス停留所

を使用することから、道路交通法第 44 条第２項第２号に係る交通規則における手続

きを行うもの。（長岡市学務課の事業） 

 

２ 概要 

道路交通法より、路線バスの停留所から 10 メートル以内のエリアにおいて、路線

バス以外の車両は駐停車できない。次の手続きを行うことで、大積地区のバス停３か

所について、通学車両の駐停車ができるようにしたい。 

道路交通法第 44 条２項第２号の規定により、道路運送法第３条第１号ハの一般乗

用旅客自動車運送事業における旅客の運送の用に供する自動車（以下「一般乗用旅客

自動車運送事業用自動車」）が、乗合自動車の停留所（以下「停留所」という。）にお

いて、地方公共団体による行政サービスとして必要な児童の無償運送を確保するため

に有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、改正府令

による改正後の道路交通施行規則第６条の３の３で定める者（関係者）が合意し、そ

の旨を公安委員会が公示したものに限り、停留所等での駐停車を認めるもの。 

 

３ 対象となる地域と事業者 

 ・大積地区  事業者（未定） 

 

４ 手続き 

 ・関係者の合意（事前協議） 

   ① 乗合自動車を使用する者（バス停の所有者） 

   ② 新潟県公安委員会 

 ③ 長岡市長 

   ④ 北陸信越運輸局長 

 ・届出者（事業者）は、必要書類を新潟県公安委員会へ提出する。 

 ・公安委員会が公示 
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乗合自動車の停留所等における一般旅客自動車運送 

事業用自動車等の停車又は駐車に関する合意について 

令和６年 12 月  日

 

（宛先）新潟県警察本部交通部交通規制課 

 

届出者 長岡市教育委員会 

                     住所 長岡市幸町２－１－１ 

                     氏名 教育長 金澤 俊道 

                     電話 0258-39-2239 

 

 

 

 

道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 44 条第２項第２号の規定に基づき、関

係者の合意を得たので資料を提出します。 

添付資料 

・ 地域公共交通会議等において協議が調っていることを証

する書類 

・ 合意書 

・ 一般旅客自動車運送事業用自動車等が停車又は駐車をす

る乗合自動車の停留所の名称及び所在地 

・ その他 

一般旅客自動車運

送事業 

許可内容 

・ 

自家用有償旅客運

送者登録内容 

 

（許可・登録番号） 

 

（許可・登録の有効期間） 

 

（名称、住所、代表者氏名） 

 

（許可・登録の種別） 

 

 

合意書

2



令和６年 12 月 日 

 

 

越後交通株式会社代表取締役 伊比 久 

 

                  新潟県公安委員会委員長   斎藤 良人

   

長岡市長          磯田 達伸 

 

                  北陸信越運輸局長      佐橋 真人 

 

                              （以上、印省略） 

 

   長岡市内の乗合自動車の停留所における一般旅客自動車運送事業用自動 

   車等の停車又は駐車に関する合意書 

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第４４条第２項第２号の規定に基づ

き、長岡市内の乗合自動車の停留所における一般旅客自動車運送事業用自動車等の

停車又は駐車に関して下記のとおり合意する。 

 

記 

１ 一般旅客自動車運送事業用自動車等が停車又は駐車する乗合自動車の停留 

所の名称 

大積１丁目・大積３丁目（長岡駅大手口方面） 

大積１丁目（柏崎駅前方面） 

 

２ １に停車又は駐車をする一般旅客自動車運送事業用自動車等の範囲 

・９人（大人）乗り車両、４人（大人）乗り車両 

 

３ １における２の停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障ないものと 

するようにするため必要と認める事項 

・路線バスが停留する時間帯を除いて停留し乗降する 
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 大積１丁目

大積地区児童通学車両運行ルート図

１号車 

２号車 

○…バス停乗降場所 

△…その他乗降場所 

大積１丁目

 大積３丁目 
 

青葉台小学校

古布・古民具 

「二の字」 

熊上町 

大積２丁目 

千本町 
田代町 

１号車（緑）運行経路 

大積１丁目（下り） 

↓ 

大積２丁目 

↓ 

熊 上 町 

↓ 

古布・古民具「二の字」

↓ 

大積１丁目（上り） 

↓ 

青葉台小学校 

 

 

２号車（赤）運行経路 

千 本 町 

↓ 

田 代 町 

↓ 

大積３丁目 

↓ 

青葉台小学校 
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協議事項 

第１号 
地域公共交通確保維持改善事業の評価について 

 

１ 概要 

国の「地域公共交通確保維持改善事業」を活用した事業については、地域公共交

通確保維持改善事業費補助金交付要綱、地域公共交通確保維持改善事業実施要領に

おいて、毎年度、協議会において事業の実施状況の確認、目標達成状況等の事業評

価を行うこととされている。 

 

２ 事業評価の対象となる事業 

①地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金【令和６年度事業】 

   事業評価・生活交通確保維持改善計画  資料Ｐ６～Ｐ１６のとおり 

 

②バリアフリー化設備等整備事業【令和５年度事業】 

   事業評価・生活交通改善事業計画    資料Ｐ１７～Ｐ２２のとおり 
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協議事項 

第２号 
中央環状線「くるりん」及び宮内環状線の変更について 

 

１ 目的 

  中央環状線「くるりん」は長岡駅前を起終点とし、

長生橋、長岡赤十字病院、長岡大橋を通り、中島経

由と関東町経由の路線があり、長岡駅周辺地区と川

西地区を結び、都心周辺地域の相乗的な効果を図る

ことを目的に運行協力金路線として平成９年９月か

ら運行している。 

  宮内環状線は長岡駅東口を起終点とし、中心市街

地の活性化、公共公益施設の結節性を高め、都心周

辺地域内の連結を固めることを目的に運行協力金路

線として平成１５年１０月（現在の運行は令和４年

４月）から運行している。 

  ２０２４年の働き方改革関連法による運転士不足

により、運転士を確保する必要があることから、乗

降調査の結果を踏まえ運行内容の見直しを行うもの。 

 

２ 内容 

  〇中央環状線「くるりん」・・・関東町経由廃止、運行便数の減便 

   経  路 中島経由のみに変更 

        関東町から長岡駅前までは別の路線でカバーし、川西には長岡駅で

乗り継ぐことでバス移動が可能なため廃止。 

   便数変更 便数２１便から１２便 

        【現 行】 内回り 平日１１便 休日１１便 

              外回り 平日１０便 休日１０便 

【変更後】 内回り 平日６便  休日６便 

              外回り 平日６便  休日６便 

        ※運転士４人／日から２人／日へ 

 

  〇宮内環状線・・・環状としての利用がなく、新潟大学附属長岡小学校への通学

利用が大半を占め、別の路線でカバーできることから廃止す

るもの。 

【現 行】 内回り 平日３便 休日２便 

外回り 平日３便 休日２便 

        ※現在、運転士１人で運行 

 

３ 変更日 

  令和７年４月 1 日 
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